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２．PDCAサイクル等による地域医療構想の推進について
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考えられる
主な判断基準（例）

定量的基準の再検討を実施



３．定量的基準の再検討
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病床機能報
告の限界

⃝ 医療機関の自主的な判断による報告である（定性的な基準）
⃝ 実際の病棟には様々な病期の患者が入院しているが、病棟単位で医療機能を１つ

選択する必要がある



定量的な基準の検討について

地域医療構想調整会議における議論を活性化する観点から、本年度中に、
都道府県医師会などの医療関係者等と協議を経た上で、地域の実情に応じ
た定量的な基準を導入されたい

本県の対応

（医政地発0816 第1 号平成30 年8 月16 日課長通知）

構想区域ごとに医療提供体制は大きく異なるため、一定緩緩やかな基準を、
全県下統一的な『定量的な基準』として導入してはどうか。
県下統一的な基準に合わせ、各区域の実情を反映させるための独自の基準
の設定も可能とする

共通基準（一定穏やかな基準とする）

Ａ区域 Ｂ区域 Ｃ区域

独自基準
なし

独自基準
あり

独自基準
あり

【イメージ図】
医療機関の自主判断にゆだねられ
ている病床機能報告について、客観
的な基準で再整理し、 地域の医療提
供状況について、議論を行いやすく
することが目的。

病床機能報告の基準を策定するも
のではない

※平成30年度導入
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各区域の実情を反映させるための独自の基準
（区域で設定可能）

本県における定量的な基準（案）

共通基準

①急性期、慢性期病棟
のうち地域包括ケア入
院管理料算定病床を回
復期へ分類

②調査時点以降に機能
変更を行ったもの又は
調整会議で調整がつい
た病床を回復期へ分類

パターン１ 平均在棟日数

パターン２ 具体的な医療の提供内容

パターン３ その他

・ＤＰＣによる医療提供内容の分析
・入院基本料（H30以降） 等

【理由】
地域包括ケア病床は、制度
上急性期後の患者の在宅復
帰や在宅等の緊急時の受入
れを行うなど回復期の性格
が強い。

事例）
• 厚労省が医療機能の考え方の目安として示した急性期入院基本料は、「7対
1」又は「10対1」(H29年度)

• 10対1入院基本料の平均在棟日数が「21日」であることから、「22日」を
超える病棟は回復期相当の患者の入院割合が高いと仮定し、回復期へ分類
してはどうか

手術件数やその内容、がん・救急など提供した医療の内容等
を基準として設定

事例１）「高度急性期」「急性期」「回復期」のしきい値検討し、それぞれ再
定義してはどうか

事例２）急性期機能の病棟を、手術と救急入院の件数から「重症急性期」「軽
症急性期」に分け、「軽症急性期」を『回復期』と解釈してはどうか

平均在棟日数を基準として設定

佐世保県北
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佐世保県北区域における定量的な基準

高度急性期
3,000点以上

急性期
600～3,000点未満

回復期
175～600点未満
回復期リハ病棟

慢性期
障害者病棟、特殊病棟、療養

病床区分１の30% 等

地域医療構想 病床機能報告

高度急性期
急性期患者の状態の早期
安定化、診療密度高

急性期
急性期患者の
状態の早期安
定化

回復期
急性期を経過した
患者への在宅復帰

慢性期
長期にわたり療養が

必要な患者

重症急性期（比較的重度・重症）
救急患者の受入、手術などの

重症患者の受入れを主に行う病棟

軽症急性期（比較的軽度・軽症）
比較的症状が軽い患者に対する
急性期医療を提供している病棟

【医療機能の明確化】

重
症
度

急性期機能の病棟を、手術と救急入院の件数から「重症急性期」と「軽症急性期」に分け、「軽症急性期」を『回
復期』と解釈

◆ 佐世保県北ルール
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高度急性期・急性期に
関連する項目

回復期に関連する
項目

慢性期に関連する
項目

幅広い手術の実施状況 ●

がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況 ●

重症患者への対応状況 ●

救急医療の実施状況 ●

急性期後の支援・在宅復帰への支援の状況 ○

全身管理の状況 ○ ○ ○

疾患に応じたリハビリテーション・早期からのリハビリ
テーションの実施状況

○ ○

長期療養患者の受入状況 ○

重度の障害児等の受入 ○

医科歯科の連携状況

（参考）病床機能報告における「具体的な医療の内容に関する項目」と病床機能との関連性(厚生労働省資料から抜粋）

• 急性期と報告があった病棟（有床診療所）を、稼働（許可）病床１床あたりの「高度急性期・急性期

に関連する項目※のレセプト件数」（※）で、重症急性期、軽症急性期に分類

• 重症急性期及び軽症急性期のしきい値は「１」とする

差異の要因の分析・評価を行うため、佐世保県北ルールを他の構想区域にも適用してはどうか

※「全身管理の状況」を除く
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佐世保県北区域における定量的な基準



慢性期病床での実
績が多いため急性
期分析の対象から
は除外
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回復期機能の病棟

【参考】佐世保県北ルールにおけるしきい値の検討

⚫ 病棟（有床診療所）ごとに、許可病床1床あたり「高度急性期・急性期に関連する項目のレセプト件数」（件／月）
（以下、急性期レセプト件数という。）を算出

⚫ 回復期機能病棟の急性期レセプト件数が、ほぼすべて範囲内となる「1」を「しきい値」に設定

（注意）許可病床で割り戻した場合、休止中の病床がある病棟は急性期レセプト件数の値が低くなることに注意が必要

⚫ 急性期機能のうち、病院については約2割、有床診療所については約7割が軽症急性期に該当

◆急性期レセプト係数の分布（医療機能別）

急性期機能

（許
可
病
床
数
）

（許
可
病
床
数
）

（許
可
病
床
数
）

（急性期レセプト件数） （急性期レセプト件数） （急性期レセプト件数）

※令和4年度病床機能報告より作成
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5,400 
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2,960 

3,767 
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5,660 

6,758 

6,026 

6,026 

4,345 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

2016年

2022年(R4)病床機能報告

2022年(R4)病床機能報告

（佐世保県北ルール反映後）

2025年(R7)必要病床数

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

佐世保県北ルールによる急性期機能の分析（県全体）

⚫ 急性期機能のうち1,985床（病院：1,136床、有床診療所849床）が軽症急性期に分類

⚫ 病院では、「ケアミックスなど複数の医療機能をもっている」、「病床規模が比較的小さい」、「医
療資源が少ない地域に立地している」といった施設が、軽症急性期に分類される傾向

◆病床機能報告と病床の必要量との比較

重症急性期 軽症急性期 計

病院 5,455 1,136 6,591

診療所 377 849 1,226

計
5,832 1,985 7,817

(74.6%) (25.4%) (100.0%)

（急性期機能の内訳）

※差異の分析は含まず

※令和4年度病床機能報告より作成
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急性期全体

うち重症急性期 うち軽症急性期

・急性期機能の約8割が急
性期一般入院料を取得
・急性期一般入院料1が4
割を占める
・ 有床診療所では、外科
系・産婦人科での急性期
報告が高い

・重症急性期の約9割が
急性期一般入院料を取
得
・約6割が入院基本料1
を算定※病棟における主たる入院基本料により算定。病室単位での届出については反

映していない。

佐世保県北ルールによる急性期機能の分析（入院基本料別）

急性期一般
その他

1

2
4

5
6

急性期一般

その他
急性期一般

その他

診
療
所
等

1

4

・軽症急性期の約4割が
有床診療所等の病床

◆急性期機能の分類（入院基本料等別）

割合 割合 割合

急性期一般入院料1 3,680 43.9% 3,471 55.8% 209 9.6%

急性期一般入院料2 264 3.3% 221 3.7% 43 2.1%

急性期一般入院料4 1,271 16.2% 1,098 18.5% 173 9.4%

急性期一般入院料5 232 2.9% 186 3.1% 46 2.2%

急性期一般入院料6 532 6.7% 218 3.7% 314 15.3%

地域一般入院料 134 1.7% 0 0.0% 134 6.5%

地域包括ケア病棟入院料・
入院医療管理料 280 6.7% 157 7.0% 123 6.0%

小児入院医療管理料 86 1.1% 86 1.5% 0 0.0%

緩和ケア病棟入院料 95 1.2% 18 0.3% 77 3.8%

一般病床特別入院基本料 9 0.1% 0 0.0% 9 0.5%

有床診療所 1,234 16.2% 377 6.4% 857 44.6%

合計 7,817 100% 5,832 100% 1,985 100%

軽症急性期重症急性期
急性期合計

入院基本料

※令和4年度病床機能報告より作成
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74.6%

94.3%

83.7%

86.4%

80.2%

41.0%

0.0%

56.1%

100.0%

18.9%

0.0%

30.6%

25.4%

5.7%

16.3%

13.6%

19.8%

59.0%

100.0%

43.9%

0.0%

81.1%

100.0%

69.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

急性期一般入院料1

急性期一般入院料2

急性期一般入院料4

急性期一般入院料5

急性期一般入院料6

地域一般入院料

地域包括ケア病棟…

小児入院医療管理料

緩和ケア病棟入院料

一般病床特別入院基本料

診療所等

重症急性期 軽症急性期

⚫ 重症急性期に分類される病棟は、看護師の配置人数が多い病棟の割合が高い

◆急性期機能の分類（入院基本料等別）

佐世保県北ルールによる急性期機能の分析（入院基本料別）

※病棟における主たる入院基本料により算定。病室単位での届出については考慮していない。 ※令和4年度病床機能報告より作成 13



佐世保県北ルールによる急性期機能の分析（平均在院日数・病床稼働率 （令和3年4月～令和4年3月））

（参考）箱ひげ図の見方

◆ 病床稼働率（病院）

◆ 平均在棟日数（病院）

⚫ 重症急性期、回復期においてはず
れ値が多くみられる

⚫ 軽症急性期でのばらつきが大きい

⚫ 重症急性期と軽症急性期では、軽症急性期
の平均在棟日数が長い

⚫ 軽症急性期と回復期では、回復期の平均在
院日数が長い

許可病床数×365日

⚫ 病床稼働率

（在棟患者延べ数＋退棟・退院患者数）

⚫ 平均在棟日数

在棟患者延べ数

（新規入棟・入院患者数＋退棟・退院患者数）

【平均在棟日数及び病床稼働率】

※令和4年度病床機能報告より作成

休止病床が多い
可能性

⚫ 入院基本料や平均在棟日数などで、重症急性期・軽症急性期グループ内の類似性がみられる
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し
き
い
値

⚫ 急性期一般病棟でデータのばらつきが大きく、同じ入院基本料であっても、診療密度には、大
きな違いがあると推測される

急性期レセプト件数が低い病棟には、回復期等の患者が多く混在し、機能分化が十分ではない可能性がある （病
床の稼働状況と併せて検証する必要あり）

佐世保県北ルールによる急性期機能の分析（入院基本料別急性期レセプト件数の分布状況）

（入院基本料）

（急
性
期
レ
セ
プ
ト
件
数
）

◆急性期機能の分類（入院基本料等別） ※令和4年度病床機能報告より作成
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⚫ 急性期病棟には、手術等の急性期のニーズに対応できていない病床が一定存在している
可能性がある ※ コロナの影響について検証が必要

佐世保県北ルールによる急性期機能の分析（急性期レセプト件数×病床稼働率）

◆急性期レセプト件数×病床稼働率（病院のみ）

小児入院4

0

20

40
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100

120

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

急性期一般

地ケア1

医療ニーズに見合った病床数ではない可能性
※コロナ病床確保のための休止病床を含んで
いることに注意

0
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

急性期一般以外

（急性期レセプト件数） （急性期レセプト件数）

（病
床
稼
働
率
（病
棟
別
））

（病
床
稼
働
率
（病
棟
別
））

急性期分類が適当ではない可能性

しきい値 しきい値

78%※ 78%※

※地域医療構想において病床の必要量を算定するための病床稼働率（急性期78%）

※令和4年度病床機能報告より作成 16



調整会議における主な意見

⚫ 急性期を、重症・軽症と２つに分けて分析することについては賛同する。

⚫ 軽症急性期と回復期の在院日数を比較すると、回復期の方が長くなる傾向。回
復期というよりは、別のカテゴリーにも見える。

⚫ 分娩には様々なリスクがあり、緊急対応が必要となることもある。急性期の評価
項目に、分娩件数が含まれていないことに違和感がある。

⚫ 評価項目が外科系に偏っており、内科系に対する評価が低いのではないか。

【参考】調整会議の開催状況

・長崎 2/20

・佐世保県北 2/28

・県央 2/19

・県南 2/16

・五島 2/21

・上五島 2/8

・壱岐 2/7

・対馬 書面開催

17

【主な意見】

⚫ 整理すべき課題はあるものの、佐世保県北ルールは、医療提供体制の可視化に有効と考えられる

ことから、今回の分析結果も踏まえ、今後の方向性について協議を行う



⚫ 令和4年度病床機能報告（確定値）〔医療圏別：本土地区〕

18

Ｒ４年の病床機能報告（確定値）と将来の必要病床数との比較

長崎

佐世保県北

県央

県南

7,652

7,687

7,401

4,412

4,498

3,511

4,019

4,064

3,560

1,773

1,717

1,435

４．地域医療構想の進捗状況の検証
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対馬

壱岐

上五島

五島434

474

337

199

190

130

395

342

265

282

282

223

⚫ 令和4年度病床機能報告（確定値）〔医療圏別：離島地区〕

Ｒ４年の病床機能報告（確定値）と将来の必要病床数との比較

４．地域医療構想の進捗状況の検証



４．地域医療構想の進捗状況の検証
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差異の分析

• R4病床機能報告結果

STEP1
• ①定量的基準による分析（県）

STEP2
• ②非稼働病床等調査（県）

STEP3
• ③地域医療構想に関するアンケート調査（県）

STEP4
• ④介護療養型医療施設の移行先に関する調査（国）

STEP5
• ⑤レセプトに基づいた「重症度」による急性期病床の分析

• 2025年の病床必要量と比較

佐世保県北ルール



主な内容

４．地域医療構想の進捗状況の検証
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①定量的基準による分析（県）

〇地域包括ケア入院管理料算定病床の回復期への分類や調査時点以降に回復期へ
機能変更を行ったもの

⇒いずれも回復期へ分類

〇調整会議で機能変更の調整がついた病床

②非稼働病床等調査（県）

主な内容

〇非稼働病床等を把握するため、関係病院に許可病床数と診療報酬上の届出病床
数との差やその要因、今後の見込み等を内容とする調査を実施

〇新型コロナウイルス感染症に係る病床確保を目的とした休床や再稼働の見込み
が明確に立っているものは除いて集計

③地域医療構想に関するアンケート調査（県）

主な内容 〇2025年の病床数の方針により、今後の病床数削減見込みを集計

④介護療養型医療施設の移行先に関する調査（国）

主な内容
〇令和5年度末で制度が廃止される介護療養病床について、国が実施した移行先
に関する調査結果（廃止や介護医療院への転換予定）を活用

⑤佐世保県北ルール

〇レセプトに基づいた「重症度」による急性期病床の分析主な内容



４．地域医療構想の進捗状況の検証（県全体）
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1,556 

1,507 

1,507 

1,457 

7,817 

7,335 

5,536 

5,400 

1,799 

3,767 

4,258 

4,258 

5,660 

6,026 

5,730 

5,730 

4,345 

19,166 

18,830 

18,830 

16,862 

0 5,000 10,000 15,000 20,000

2022年

病床数

差異の分析

佐世保県北ルール

2025年

病床必要量

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

⚫ 軽症急性期を回復期とした場合、急性期及び回復期の2025年の病床必要量との乖離は縮小される見通し。
一方、慢性期が過剰という傾向は変わらず。

⚫ 急性期機能とされている病棟には、手術等の急性期ニーズに対応できていない病床が一定程度含まれてい
ることが推測される

⚫ 特に、病床稼働率・急性期レセプト件数が低い病棟は、病床数や看護体制に見合った病床運用ができてい
ない可能性が高いことから、医療体制の可視化等を通じて、医療機関の回復期への転換や病床の適正化等
の取組を促進させる必要がある（コロナ等による一時的なものか検証が必要）

⚫ 高齢人口の増加に伴い高齢者の救急搬送が増えていることから、地域の医療機関の連携強化を推進し、受
入体制を強化を図る必要がある

【佐世保県北ルールによる分析結果について】

⚫ 県全体として急性期及び慢性期が過剰で、回復期が不足という傾向は変わらず。

【差異の分析結果について】



４．地域医療構想の進捗状況の検証（長崎区域）

902 

894 

894 

651 

2,894 

2,660 

2,051 

2,437 

609 

1,597 

1,828 

1,828 

2,537 

2,259 

2,141 

2,141 

1,776 

7,652 

7,523 

7,523 

7,401 

0 2,000 4,000 6,000 8,000

2022

差異の分析

佐世保県北

ルール

2025

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

(比較表)
高度
急性期

急性期
軽症
急性期

回復期 慢性期 計

2022 902 2,894 1,597 2,259 7,652

差異の
分析

▲8 ▲234 231 ▲118 ▲129

佐世保
県北
ルール

0 ▲609 609 0 0 0

2025
との差

243 ▲386 (609) ▲709 365 122

２．概要

〇差異の分析後も急性期及び慢性期が過剰で、回復期が不足という傾向は変わらず。

〇佐世保県北ルールによる軽症急性期を回復期とした場合、高度急性期を急性期を一体的に見ると、急性期及び
回復期の2025年の病床必要量との乖離は縮小する見通し。

〇慢性期が過剰という傾向は変わらず。

１．分析結果（グラフ）

※軽症急性期を回復期とした場合

(比較表)
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 計

佐世保県北
ルール

894 2,051 2,437 2,141 7,523

2025との差 243 ▲386 ▲100 365 122
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４．地域医療構想の進捗状況の検証（佐世保県北区域）
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319 
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1,320 
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744 

966 

966 

1,242 

1,433 

1,317 

1,317 

864 

4,412 

4,390 

4,390 

3,511 

0 2,000 4,000

2022

差異の分析

佐世保県北

ルール

2025

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

(比較表)
高度
急性期

急性期
軽症
急性期

回復期 慢性期 計

2022 344 1,891 744 1,433 4,412

差異の
分析

▲41 ▲87 222 ▲116 ▲22

佐世保
県北
ルール

0 ▲484 484 0 0 0

2025
との差

▲16 234 (484) ▲276 453 879

２．概要

〇差異の分析後も急性期及び慢性期が過剰で、回復期が不足という傾向は変わらず。

〇佐世保県北ルールによる軽症急性期を回復期とした場合、回復期は2025年の病床必要量を充足すると見
込まれる。

〇急性期及び慢性期が過剰という傾向は変わらず。

１．分析結果（グラフ）

※軽症急性期を回復期とした場合

(比較表)
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 計

佐世保県北
ルール

303 1,320 1,450 1,317 4,390

2025との差 ▲16 234 208 453 879
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４．地域医療構想の進捗状況の検証（県央区域）
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359 
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1,063 

315 
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619 

619 

993 
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1,145 
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0 2,000 4,000

2022

差異の分析

佐世保県北

ルール

2025

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

(比較表)
高度
急性期

急性期
軽症
急性期

回復期 慢性期 計

2022 294 1,516 587 1,622 4,019

差異の
分析

0 ▲93 32 14 47

佐世保
県北
ルール

0 ▲315 315 0 0 0

2025
との差

▲65 45 (315) ▲374 491 412

２．概要

〇差異の分析後も急性期及び慢性期が過剰で、回復期が不足という傾向は変わらず。

〇佐世保県北ルールによる軽症急性期を回復期とした場合、回復期は一定、2025年の病床必要量を充足すると
見込まれる。

〇慢性期が過剰という傾向は変わらず。

１．分析結果（グラフ）

※軽症急性期を回復期とした場合

(比較表)
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 計

佐世保県北
ルール

294 1,108 934 1,636 3,972

2025との差 ▲65 45 ▲59 491 412

25



４．地域医療構想の進捗状況の検証（県南区域）
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431 
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475 
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373 
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1,435 

0 1,000 2,000

2022

差異の分析

佐世保県北

ルール

2025

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

(比較表)
高度
急性期

急性期
軽症
急性期

回復期 慢性期 計

2022 16 872 379 506 1,773

差異の
分析

0 ▲55 52 14 ▲17

佐世保
県北
ルール

0 ▲229 229 0 0 0

2025
との差

▲80 97 (229) ▲44 119 321

２．概要

〇差異の分析後も急性期及び慢性期が過剰で、回復期が不足という傾向は変わらず。

〇佐世保県北ルールによる軽症急性期を回復期とした場合、回復期は2025年の病床必要量を充足すると見込ま
れる。

〇急性期及び慢性期が過剰という傾向は変わらず。

１．分析結果（グラフ）

※軽症急性期を回復期とした場合

(比較表)
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 計

佐世保県北
ルール

16 588 660 492 1,756

2025との差 ▲80 97 185 119 321
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４．地域医療構想の進捗状況の検証（五島区域）
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0 200 400

2022

差異の分析

佐世保県北

ルール

2025

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

(比較表)
高度
急性期

急性期
軽症
急性期

回復期 慢性期 計

2022 0 177 200 57 434

差異の
分析

0 40 ▲50 ▲9 ▲19

佐世保
県北
ルール

0 ▲37 37 0 0 0

2025
との差

▲18 64 (37) ▲4 ▲1 78

２．概要
〇差異の分析後は急性期が過剰という傾向は変わらないものの、回復期及び慢性期は一定、2025年の病床必要
量を充足すると見込まれる。

〇佐世保県北ルールによる軽症急性期を回復期とした場合も、急性期が過剰という傾向は変わらず。

１．分析結果（グラフ）

※軽症急性期を回復期とした場合

(比較表)
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 計

佐世保県北
ルール

0 180 187 48 415

2025との差 ▲18 64 33 ▲1 78
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４．地域医療構想の進捗状況の検証（上五島区域）
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2022

差異の分析

佐世保県北

ルール

2025

2027

(見込み）

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

(比較表)
高度
急性期

急性期
軽症
急性期

回復期 慢性期 計

2022 0 149 50 0 199

差異の
分析

0 ▲21 12 0 ▲9

佐世保
県北
ルール

0 ▲8 8 0 0 0

2025
との差

0 69 (8) 8 ▲25 60

２．概要

〇差異の分析後も急性期が過剰という傾向は変わらないものの、回復期については2025年の病床必要量を充足
すると見込まれる。

〇佐世保県北ルールによる軽症急性期を回復期とした場合も、急性期が過剰という傾向は変わらず。

〇しかしながら、上五島病院の建替（R9.3開院予定）に伴う急性期病床の削減（32床）を考慮すれば、急性期の
2025年の病床必要量との乖離も縮小する見通し。

１．分析結果（グラフ）

※軽症急性期を回復期とした場合

(比較表)
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 計

佐世保県北
ルール

0 120 70 0 190

2025との差 0 69 16 ▲25 60
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４．地域医療構想の進捗状況の検証（壱岐区域）
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0 200 400

2022

差異の分析

佐世保県北

ルール

2025

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

(比較表)
高度
急性期

急性期
軽症
急性期

回復期 慢性期 計

2022 0 134 112 149 395

差異の
分析

0 10 ▲10 ▲53 ▲53

佐世保
県北
ルール

0 ▲57 57 0 0 0

2025
との差

0 13 (57) 8 ▲1 77

２．概要
〇差異の分析後は急性期が過剰という傾向は変わらないものの、慢性期の2025年の病床必要量との乖離は縮小
する見通し。

〇佐世保県北ルールによる軽症急性期を回復期とした場合、急性期は2025年の病床必要量との乖離が縮小する
見通しである。また、回復期は充足すると見込まれる。

１．分析結果（グラフ）

※軽症急性期を回復期とした場合

(比較表)
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 計

佐世保県北
ルール

0 87 159 96 342

2025との差 0 13 65 ▲1 77
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４．地域医療構想の進捗状況の検証（対馬区域）

0 

0 

0 

14 

184 

142 

82 

82 

60 

98 

100 

100 

111 

0 

0 

0 

16 

282 

242 

242 

223 

0 100 200 300

2022

差異の分析

佐世保県北

ルール

2025

高度急性期 急性期 軽症急性期 回復期 慢性期

(比較表)
高度
急性期

急性期
軽症
急性期

回復期 慢性期 計

2022 0 184 98 0 282

差異の
分析

0 ▲42 2 0 ▲40

佐世保
県北
ルール

0 ▲60 60 0 0 0

2025
との差

▲14 0 (60) ▲11 ▲16 19

２．概要

〇差異の分析後も急性期が過剰という傾向は変わらず。

〇佐世保県北ルールによる軽症急性期を回復期とした場合、急性期は2025年の病床必要量との乖離が縮小する
見通しである。また、回復期は充足すると見込まれる。

１．分析結果（グラフ）

※軽症急性期を回復期とした場合

(比較表)
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 計

佐世保県北
ルール

0 82 160 0 242

2025との差 ▲14 0 49 ▲16 19
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５．令和６年度における取組の方向性（案）

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

急性期患者の状態の早期安

定化、診療密度高

急性期患者の状態の早期安

定化

急性期を経過した患者への

在宅復帰

長期にわたり療養が必要な

患者

現状

⚫ 推計手術件数は既にピークアウトの予測

⚫ コロナ禍以降、病床利用率が低下

⚫ 医師の地域・診療科偏在や、看護師の不足感の強ま

り

⚫ 三次・二次救急医療機関では、後期高齢者の救急搬

送・入院が増加

⚫ 在宅など急変時の患者

の受入れに十分に対応

できない医療機関の存

在

⚫ 急性期の後方支援病院

の不足

⚫ エリアによっては、病

床稼働率が低下

⚫ 医療必要度が高い患者

の受入れ調整困難

今後の

方向性

（案）

診療科や手術症例等の集約化

• 高齢者救急への対応力の強化（救急医療体制の運用の検討など）

• 急性期病院からの円滑な転院・退院の促進

急性期から回復期
への転換

回復期機能、介護医
療院等への転換

医療機関の地域連携の強化

個別医療機関の機能転換等に対する支援を行うほか、医
療機関の地域連携の強化に向けた検討を実施

➡構想区域ごとに、今後の方向性（案）について協議・検討

令和6年度（案）
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回復期機能の充実

医療ニーズを踏まえた病床の適正化



○ 定量的基準の見直し（佐世保県北ルールの導入）
◆令和6年度の分析から県下ルールとして採用

○ 地域医療構想に関する医療機関向けセミナーの開催（秋頃）

○ 調整会議及び専門部会・ワーキンググループ等における協議・検討

◆ 各区域の実情・課題等を踏まえ、関係機関による連携体制等について協議・検討（夏頃）

令和６年度の取組（案）

現状の把握

課題に関す
る意見交換

具体的な
取組の推進

○ 基金事業を活用した取組

◆ 地域課題等に対応するため、基金事業を展開

◆ 基金を活用した個別医療機関に対する支援

5．令和６年度における取組の方向性（案）

32

○ 医療機関連携等に関するアンケート調査の実施（4～5月頃）

• 軽症急性期の位置づけ（回復期とするかどうか）やしきい値については、令和6年度の分析結果も踏
まえ、改めて検証

• 離島やへき地など医療機関が少ない地域では、限られた病床で様々な病期の患者を受け入れる必要が
あることから、病棟単位での分析には限界があり、病床機能報告以外のデータの活用についても検討
を実施

• 当面の間は、地域の医療提供状況について議論を行いやすくするために使用することとし、病床機能
報告の基準には採用しない



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域医
療構想
調整会
議

専門部
会・ワー
キング
グルー
プ

R6年度
の取組

基金事業

令和６年度の取組（スケジュール（案））

R6年度

R６事業募集（病床機能分化・連携、
病床機能再編支援補助金） ヒアリング・調整会議にて協議

R７事業提案募集

基金WGにて協議R7年度

内示・交付申請・交付決定・給付

県予算編成作業
国ヒア
リング
■

専門部会・WG

・各区域の課題等に応じた関係
機関による連携体制 等

・専門部会・WGの報告
・2025年に向けた協議 等 調整会議

専門部会・WG開催に向けた
調整（各保健所）
・メンバー、日程 等

地域医療構想に
関するセミナー 等

・個別医療機関の機能転換等に対する支援

・医療機関の地域連携の強化に向けた検討

33

※専門部会・WGについては必要

に応じて随時開催

医療機関連携等に関するアンケート調査



現状に合わせて取扱要領を改正（R6.4.1）

現状の把握

地域医療構想調整会議に係る取扱要領の改正（案）

①長崎県地域医療構想調整会議における協議等の取扱い要領

34

（新） （旧）

協議が必要な事項 ① 特定機能病院及び地域医療支援病院
の機能の変更

② 医療機関の新規開設
③ 医療機関の統合
④ 非稼働病棟の再稼働
⑤ 医療機関の病床設置に関する特例等

の適用
⑥ 紹介受診重点医療機関の指定及び変

更

① 特定機能病院及び地域医療支援病院
の機能の変更

② 医療機関の新規開設
③ 医療機関の統合
④ 非稼働病棟の再稼働
⑤ 有床診療所の病床設置に関する特例

の適用

協議を行うことができる事項 ⑦ 区域内の医療機関の医療機能の変更
等により、地域医療に大きな影響が
でる場合

⑧ 区域内の医療機関が、過剰な医療機
能への変更を行う場合

⑨ 地域医療構想の達成の推進に関する
事項等について、協議が必要である
場合

⑥ 区域内の医療機関の医療機能の変更
等により、地域医療に大きな影響が
でる場合

⑦ 区域内の医療機関が、過剰な医療機
能への変更を行う場合

⑧ 地域医療構想の達成の推進に関する
事項等について、協議が必要である
場合

※ただし、⑥については書面決議によることも可能とする。

②長崎県地域医療構想調整会議における専門部会の取扱い要領

（新） （旧）

協議事項 ① 地域医療構想の実現に向けた取組の
協議

② その他、地域医療構想の推進に関す
る事項等について、必要な協議

① 公的医療機関等2025プランに関す
る意見の整理

② 地域医療構想の実現に向けた取組の
協議（地域医療介護総合確保基金事
業検討等）
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６．国の取組について
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